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○新見市水道事業給水規則 

平成29年９月28日 

規則第34号 

改正 令和２年３月23日規則第15号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、新見市水道事業給水条例（平成17年新見市条例第345号。以下「条

例」という。）の施行について、必要な事項を定めるものとする。 

（給水装置請求書） 

第２条 条例第12条第１項に規定する給水工事をしようとする者は、給水装置請求書（様

式第１号）を市長に申請しなければならない。 

（利害関係人の承諾書等） 

第３条 条例第12条第４項に規定する利害関係人の承諾書等の提出は、次によるものとす

る。 

(1) 他人の土地又は家屋に給水装置工事を申し込む者は、その所有者の承諾書を提出し

なければならない。ただし、特別の理由があって承諾を得られないときは、その旨市

長に届け出なければならない。 

(2) 他人の給水管から分岐する水道工事又は他人の土地を通過する給水装置工事の場合

は、既設装置又は土地所有者の承諾書を必要とする。 

(3) 前２号の場合の後に増設し、変更し、又は改造するときも同様とする。 

(4) 第２号の場合、既設給水管所有者が分岐給水との連絡を切断し、又は分岐箇所を移

動しようとするときは、あらかじめ分岐引用者に通知しなければならない。この場

合、分岐引用者が市長に対し何らの手続をしないときは切断及び移動を認めたものと

みなす。 

（工事概算予納金） 

第４条 条例第18条第１項に規定する工事概算予納金は、予納金納入令書発行の日から10

日以内に納付しなければならない。また、条例第18条第２項の規定による精算に過不足

があるときは、これを還付し、又は追徴する。 

（工事費の一部負担） 

第５条 条例第26条第２項に規定する請求者の負担による施設から新たに給水を受けよう

とする者は、条例の適用を受けなければならない。 

２ 条例第26条第２項に規定する工事費の一部負担額は、市長が定める。 
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（給水開始・休止・使用者変更届・請求先変更届） 

第６条 条例第36条第１項第１号及び同条第２項第１号に規定する給水の開始若しくは休

止又は使用者若しくは請求先の変更を行う者は、給水開始・休止・使用者変更・請求先

変更届（様式第２号）を市長に届け出なければならいない。 

（消火栓使用願） 

第７条 条例第36条第１項第３号及び同条第２項第３号に規定する消火栓の使用をする者

は、消火栓使用願（様式第３号）を市長に届け出なければならない。 

（給水装置所有者変更届） 

第８条 条例第36条第２項第２号に規定する給水装置の所有者に変更があったときは、新

所有者は、連署の上、給水装置所有者変更届（様式第４号）を市長に届け出なければな

らない。ただし、やむを得ず連署を得られないときは、新所有権者は、所有権取得を証

する書類を提示し、新所有権者である旨の誓約書を添付しなければならない。 

（市長の承認） 

第９条 条例第40条に規定する連合して使用しようとする者は、給水使用の申込みをする

ときに併せて市長に申し込み、その承認を受けなければならない。 

（上下水道料金納入通知書） 

第10条 条例第40条第２項第３号に規定する料金を徴収する場合、上下水道料金納入通知

書（様式第５号）を通知しなければならない。ただし、口座振替により料金を徴収する

場合は、この限りではない。 

（納入通知書） 

第11条 条例第42条に規定する手数料を徴収する場合、納入通知書（様式第６条）を通知

しなければならない。 

（給水の停止の時期） 

第12条 条例第47条に規定する給水の停止の時期は、次に定めるところによる。 

(1) 水道の使用者が水道料金等を期限内に納入しない場合は、その指定期限から60日を

経過したとき。 

(2) 水道の使用者が、使用水量の計量又は給水装置の検査を拒み、又は妨げた場合は、

事件発生を市長が確認したとき。 

(3) 警告書を発しても改めない場合は、警告書の期限を経過したとき 

（簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等） 

第13条 条例第55条第２項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、岡山
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県小規模貯水槽水道指導要領に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する

検査の実施に努めなければならない。 

附 則 

この規則は、平成29年11月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月23日規則第15号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第７条関係） 

様式第４号（第８条関係） 

様式第５号（第10条関係） 

様式第６号（第11条関係） 

 

 


